
１ はじめに

１９９９年２月２８日，高知赤十字病院におい

て，脳死状態からの心臓を含めての臓器提供

があった．これは「臓器の移植に関する法

律」（法律１０４号，１９９７年７月１６日成立，同１０

月１６日施行，以下，臓器移植法と呼ぶ）に

従った初めての脳死状態からの提供であっ

た．臓器移植法施行から１年４ケ月経ってい

た．心臓移植は１９６８年８月の和田移植から３０

年６ケ月ぶりであった．高知赤十字病院から

のドナーは４０代の患者で，提供された心臓は

４０代男性に大阪大学で，肝臓は４０代男性に信

州大学で，腎臓のひとつは中年患者に東北大

学で，もうひとつは４０代女性に国立長崎中央

病院で，角膜は７０代女性と４０代女性に高知医

科大学で，それぞれ移植された．肺も提供さ

れ，岡山大学で移植される予定であったが，

これは肺の状態が悪く断念された．

次いで慶応大学，古川市立病院（宮城

県），千里救命救急センターにおいても脳死

状態での臓器提供があり，１９９９年１０月末日現

在で，臓器移植法に従った脳死状態からの臓

器提供は４例となっている．

慶応大学の場合，５月１２日，３０代男性から

提供があり，心臓は４０代男性に国立循環器病

センターで，腎臓は３０代男性に国立佐倉病院

で，５０代男性に東京大学医科学研究所で，そ

れぞれ移植された．古川市立病院の場合，６

月１４日，２０代男性から提供があり，心臓は２０

代男性に国立循環器病センターで，肝臓は２

歳の男児に京都大学で，腎臓は３０代男性に福

島県立医科大学で，２０代男性に仙台社会保健

病院で，それぞれ移植された．千里救命救急

センターの場合，６月２４日，５０代男性から提

供があり，腎臓が５０代女性に奈良県立医科大

学で，４０代男性に兵庫県立西宮病院で，それ

ぞれ移植された．肝臓も提供され，移植予定

先の信州大学まで運ばれたが，肝臓の状態が

悪く，移植は断念された．

同年９月５日，藤田保健衛生大学（愛知県）

において，臓器提供に向けた脳死判定が開始

されたが，患者の片側鼓膜損傷のため中止さ

れ，心停止後に腎臓が一個提供された．

この間，７月９日京都大学で，脳死移植で

はないが，ドミノ・生体分割肝移植が行なわ

れた．ＦＡＰ（アミロイド・ポリニューロパ

シー）の５０代男性患者に，６０代の兄が肝臓の
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一部を提供し，このＦＡＰ患者から摘出され

た肝臓を二つに分割し，一方を１０代後半の女

性に，もう一方を４０代女性に，それぞれ移植

するものであった．

これら４例の脳死状態からの臓器提供はい

ずれも多臓器提供，多臓器摘出であった．和

田移植のみならず，これら４例の移植につい

ても様々な問題が指摘されている．問題を解

明するためには和田移植を改めて反省し，ま

た，これら４例を，１９９０年５月野本亀久雄現

日本移植学会理事長がＮＨＫ脳死移植取材班

林勝秀氏に示した心臓移植再開の三条件，

「フェア，ベスト，オープン」１）の観点から検

討することが必要である．小論はこの検討の

出発点として，１９６８年札幌のドナーについて

若干の考察をめぐらすことを目的とする．

２ いわゆる和田心臓移植事件の概略

和田移植は，１９６８年８月８日，北海道立札

幌医科大学において，胸部外科教授（以下，

肩書はすべて当時）和田寿郎氏とそのスタッ

フらによって行われた日本最初の心臓移植手

術である．ドナーは山口義政氏（２１才）で

あった．レシピエントは宮�信夫氏（１８才）
であり，宮�氏は同年１０月２９日，術後８３日
目，に死亡した．この件に関して，同年１２月

３日，大阪の東洋漢方医学研究家増田公孝氏

ら，６９年３月６日，安達宏氏，７０年８月２６日，

野村実氏（白十字会村山サナトリウム所長，

「和田移植を告発する会」メンバー）らが，

それぞれ，和田教授を殺人罪あるいは業務上

過失致死罪で告発した．増田氏らおよび安達

氏からの告発については１９７０年９月１日，野

村氏らの件については同年９月２９日，札幌地

検はいずれも嫌疑不十分により不起訴処分と

した．

３ 捜査方針

告発を受理した検察は，６９年４月末までの

およそ３ケ月間，「捜査に必要な最少限度の

医学的知識の修得」に努め，捜査方針を作成

した．検察はドナーに関して次のように想定

したのである．

山口の心臓摘出を開始した際，いまだ同

人が生存しており，和田教授らがそれを知

りながら摘出を実施し，その結果山口が死

亡したと認められる場合，

には殺人罪が成立する．

① 山口に適切な蘇生術を実施すれば，同

人が蘇生したのに，和田教授らが意識的

に十分な蘇生術を実施せず，その結果山

口が死亡したと認められる場合，

② 山口の心臓摘出を開始した際，いまだ

同人が生存しており，和田教授らが過失

によりすでに死亡したと誤認して摘出を

実施し，その結果山口が死亡したと認め

られる場合，

③ 山口に適切な蘇生術を実施すれば，同

人が蘇生したのに，和田教授らが過失に

より十分な蘇生術を実施せず，その結果

山口が死亡したと認められる場合２），

この①，②，③いずれかの場合には，業務

上過失致死罪が成立する．

検察は同年５月下旬から１４ケ月を要して，

和田教授をはじめとして実人員９５名，延べ

１５４名の参考人を取調べ，調拠物５５３点を領置

した．同年１２月と７０年１月には３名の教授に

医学鑑定を嘱託した．

捜査の過程では，ドナーに対する補助循環

開始時刻記録改ざんの疑い，同じくドナーの
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法的死亡時刻判定に関する，捜査時にはすで

に死亡していた門脇裕研究生への全責任転嫁

の疑いなどから，何等かの強制捜査の必要性

が考慮されたこともあった．しかし，「心臓

移植手術に関与した胸部外科の２０人を超すス

タッフを全員逮捕することは，当時大学紛争

下で連日手術を余儀なくされていた同科の診

療業務を完全に停止させることになり，到底

容認されるべきではない」と考えられた．和

田教授一人を逮捕することの有効性も考えら

れず，物的強制捜査も「証拠物を限定するこ

との困難が予想された」ため，捜査は終始，

主任検察官秋山真三氏一名による任意捜査と

して行われた３）．

４ 疑 惑

和田教授らによる心臓移植手術は国内初

例，世界でも３０例目であった．この手術に対

するマスコミをはじめとする社会の反応は当

初快挙としての賞讃一色といってよかった．

しかし，次第に批判が強まり，レシピエント

が死亡してからは手術に対する評価が完全に

逆転していったのである．

手術当日，８月８日の夜，和田教授と東京

側３名による電話座談会が朝日新聞社におい

て開かれた．この会での和田教授の発言が疑

惑を生み出したのである．「患者は，あなた

の大学病院の内科からまわったのですか」と

いう林田健男氏（東京大学医学部教授）から

の質問に対して，和田教授は「外部の病院か

ら直接きました」と答えた．ところが，小学

５年生のころリウマチ熱にかかり，心臓弁膜

症となり，治療を続けていた宮�氏は，同年
５月２８日から宮原光夫教授を主任とする札幌

医科大学内科学第二講座に入院していたので

ある．宮原教授は宮�氏を検査し，僧帽弁狭
窄兼閉鎖不全症と診断し，僧帽弁を人工弁に

置換することが適当と判断し，６月１１日，同

大学の和田教授を主任とする外科学第二講座

（胸部外科）を受診させた．この時の宮�氏
に対する胸部外科の診断は第Ⅳ度（最重症）

の僧帽弁閉鎖不全症であった．宮�氏は人工
弁置換手術のため，７月１１日に胸部外科に

移っていたのである４）．

和田教授は，それより前，同日１４時３０分か

ら開かれた移植手術後の記者会見の席上，同

日０１時ころ山口氏に対する人工心肺継続の断

念を「山口さんの御両親から」告げられたと

き，「ふっと，２号病室の宮崎信夫君のこと

を思い出し，心臓移植をおこなおうと思っ

た」と発表していた．検察は山口氏の心臓摘

出開始時刻を同日０２時３０分ころと認定してい

る．日本最初の心臓移植手術は「ふっと」思

いたってから，ドナーの心臓摘出手術開始ま

でおよそ１時間３０分で行なわれたことにな

る．和田教授のこの「事実とは異なる」また

「決して事実にはありえないような」発表

に，その場で疑問をいだいたのは吉村昭氏で

あった５）．

１９６７年１２月３月，南アフリカのグルート・

スキュール病院において，クリスチャン・

バーナードによって世界最初の心臓移植手術

が行われた．ドナーは自動車事故の被害者デ

ニス・ダバル（２４才，女性），レシピエント

はルイス・ワシカンスキー（５５才，男性，手

術後１９日目に死亡），術式は人工心肺を使用

するシャムウェイ・ローア法であった．２日後

の５日，ニューヨークのマイモニデーズ病院

において，エイドリアン・カントロヴィッツ

により２例目が行われた．ドナーは４日午後

にフィラデルフィアで生まれた無脳症児，レ

シピエントは生後２週間の先天性の心臓奇形

児（手術後６時間で死亡），術式は近藤法（人

工心肺は使用せず，患者の体温を２０℃までさ

げる超低体温法）であった．その後６８年８月

８日の和田移植まで，３０例近い手術が世界各
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地で行われたのである６）．

こうした事態の進展に関心をもった朝日新

聞社から依頼を受けた吉村氏は，「心臓移植

は，科学の一分野である医学の問題に限定さ

れたものではなく，人間とは何かという問い

かけとして考えられねばならないだろう」７）と

考えた．そして氏は６８年の３月上旬には心臓

移植を素材とする作品の準備を始めていたの

である．これが『神々の沈黙』そして『消え

た鼓動』という和田移植に関する必読文献２

作品として結実するのである．このため氏

は，専門書を「手当り次第に買いあさり」，

「医学書を読む生活に入り」，友人の医師中

井�典氏の下に通いつめて，心臓とその疾病
について教えを受けた．その上で，氏は二人

の心臓移植研究者，近藤芳夫氏（東京大学医

学部付属分院）そして古賀保範氏（国立大村

病院，長崎県）に会って話を聞いたのであ

る．

近藤氏は１９６４年に渡米し，マイモニデーズ

病院において心臓移植の研究を続けた．氏

は，スタンフォード医科大学のノーマン・

シャムウェイおよびヴァージニア大学のリ

チャード・ローアの開発した人工心肺使用の

心臓移植法とは異なる，岩手医大の新津勝宏

氏，岡村忠氏らによって開発された超低体温

法応用心臓移植法の研究に打ち込んだ．そし

て氏は仔犬を使用した実験において，免疫抑

制剤を使用せずに，３７頭のうち１頭は５７日

間，他の１頭は２１３日間生存という世界最長記

録を生み出したのである．ちなみに，犬を使

用した心臓移植実験手術の成功のメルクマー

ルは，当時，移植後２４時間生存であった８）．

古賀氏も，近藤氏の後，マイモニデーズ病

院において心臓移植研究を行った．氏は，

エーテル吸入によって死亡させた犬の心臓

を，心停止後３０分を経て摘出し移植する，屍

体心臓移植に取組んだ．そして，当時の心停

止後３０分屍体犬心臓移植生存最長記録，ロー

アの４０日間，をはるかに凌駕する１００日間と

いう記録を打ち立てたのである．さらに氏

は，カントロヴィッツの第一助手として，世

界第２例および第５例の心臓移植手術に携

わった．

吉村氏が近藤氏に心臓移植手術の意向を問

うたとき，近藤氏は「移植の条件が完璧にと

とのえられればということですが，死の判定

と拒絶反応という二つの難問がありますから

……」と言葉をにごしたそうである９）．

記者会見での和田教授の発表に疑念をいだ

いた吉村氏は，翌９日札幌に飛び，山口氏の

溺れた小樽市蘭島海岸，検視を行った札幌中

央警察署，山口氏使用名義の血液および宮崎

氏使用名義の血液を発送した日赤北海道血液

センターなどに直接足を運んで話を聞き，

「みんな記録もなにも全部見世てもらう」な

ど現地取材を行った１０）．氏はまた９月２３日，

世界の移植例調査のため，ヨーロッパ，南ア

フリカ，アメリカの旅へと出発した．バー

ナードやカントロヴィッツとの会見を含めて

調査を重ねた結果，氏の確信となったのは，

「心臓移植は『ふっと思い立って』から１時

間５分後に手術を開始できるような安直な手

術ではない」１１）ということであった．

バーナードは６７年１１月１１日，ワシカンス

キー（Ａ，Rh（＋））とその妻アンに，「８０

パーセントの成功率と思って下さい」１２）と話

し，同意を得た．バーナードはその時点です

でに外科医，心臓専門医，麻酔医，看護婦等

総勢３０名の心臓移植チームをまとめあげてい

た．そして，いつドナーが現れるか分からな

いので，チームのメンバーには遠出を避ける

よう要請し，また常に所在を明らかにしてお

くこと，当日の行動予定の届出を求めたので

ある．

ドナーとなったデニス（Ｏ，Rh（－））の
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父，エドワード・ダバルが提供承諾書にサイ

ンしたのが６７年１２月２日２３時頃であった．当

時，組織適合性判定法は，ロスアンジェルス

のポール・テラサキによるヒト白血球抗原

（ＨＬＡ）分類の研究が途上にあって，完成

されてはいなかった．それでもバーナード

は，提供の承諾を得て直ちに移植手術を開始

したわけではなかった．彼はケープ州立血液

研究所長の免疫学者M. C. ボーサに，ドナー

およびレシピエントの組織適合性を大至急調

べてほしいと要請したのである１３）．世界最初

のヒトからヒトへの心臓移植が始められたの

は１９６７年１２月３日０１時４０分，チーム編成から

およそ１ケ月，レシピエントの同意を得てか

ら２３日，ドナーの父の承諾を得てから２時間

４０分後のことだった．

生後１６時間たったころから現われたチア

ノーゼの原因を調べて，１９６７年１１月１８日，体

重２６００グラムで生まれたこの新生児を，三尖

弁閉鎖症と心房中隔欠損症の合併した先天性

心臓奇形とカントロヴィッツは診断した．心

臓移植しか治療の方法がないと判断した彼

は，「或ル一個ノ生命ヲタスケルタメ，無脳

症マタハ重症ノ脳腫瘍ノ新生児ヲ探シテイ

ル」という主旨の電報を全米主要病院５００の

産科部長宛に発信した．１２月４日午後，フィ

ラデルフィアのジェファーソン病院で生まれ

た無脳症児の両親から承諾を得て，この児を

小児科医を同乗させた特別仕立ての飛行機で

ニューヨークに運び，組織適合性検査を行

い，無脳症児と心臓奇形児とをそれぞれの容

器で冷却し始めたのが６日０３時４５分，無脳症

児に心臓摘出のためのメスが入ったのは０４時

２５分であった１４）．

心臓移植手術は移植医療に意欲をもち，動

物実験などを通して手術手技を磨き上げ，拒

絶反応ならびに感染症について十分研究し，

手術チームを編成し，レシピエント予定者を

選定し，その上でドナーの出現を待たなけれ

ばならない．さらに，ドナーが現われてか

らの緊急な組織適合性検査を必要とする．

「ふっと」思って直ちに実行というわけには

いかないものである．和田教授が，氏の発表

通り，実際に「ふっと」思いたってから１時

間強でドナーの心臓摘出を開始したのであっ

たなら，それは軽率のそしりを免れまい．も

し手術が軽率なものではなかったのなら，事

実は和田教授の発表通りではなかったのでは

ないか，との疑いを禁じ得なくなる．

「ふっと思った」，「外部の病院から直接き

ました」，この二つの発言に端を発して，和

田教授の発表の信憑性に対する疑惑が深まっ

ていった．

例えば，和田教授は山口氏の死亡につい

て，平坦脳波を確認し，肺性脳死と発表し

た．当時，札幌医科大学には２種類の脳波計

があった．一つは麻酔科の管理する最新式の

ものであつた．これは電極とつながったペン

先が記録紙に波形を書き込む型のもので，オ

シロスコープはついていない．インクの減り

具合で使用状況がすぐに分かるが，これが使

われた形跡はなかった．もう一つは高圧酸素

室にあったマルチ・チャンネル・レコーダー

であった．和田教授の言葉が正しければ，門

脇研究生は一人で，タンクの中で山口氏に

「麻酔器による用手呼吸」をしながら，同時

に，タンクの外で，８チャンネルのレコー

ダーを脳波計と心電計に振り分けて，オシロ

スコープで脳波の平坦と心電図の平坦を観察

していたことになる．時刻は，和田教授によ

れば７日２２時１０分とのことであったが，検察

認定では，この時刻には山口氏は９番手術室

に移されていた．そして手術室には脳波計は

なかったのである１５）．

和田教授は８月１４日午前の記者会見で初め

て，免疫抑制剤の使用を検討していることを
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明らかにした．それまでは免疫抑制剤の使用

を否定していたのである．ところが，１９日夜

の榊原仟教授（東京女子医大）との電話対談

において，１７日からイムラン（学名 アザチ

オプリン）の使用を開始したことを報告する

とともに，コーチゾン系の免疫抑制剤を「手

術のあとからすぐ使っています」と話してい

るのである１６）．

移植は和田教授の発表通りのものだったの

だろうか．ドナーとなった山口氏の治療は万

全だったのか．死因は？ 死亡時刻は？ 死

亡判定はどのように行われたのか．提供の承

諾は？レシピエントの宮�氏は本当に移植し
かなかったのだろうか．手術の説明と同意

は？術後管理は万全だったのか．こうして手

術手技そのものを含めて，疑惑は移植手術に

関するあらゆる局面へと拡大していったので

ある．

５ ドナー：蘭島海岸，野口病院

和田移植のドナーとなった山口氏の事情

は，氏が野口病院で上野冬生医師（３２才，北

大第一外科）から手当てを受けていた間まで

は，比較的明瞭である．上野医師が野口病院

から帰宅した後，事態はにわかに曖昧模糊と

なってくる．

山口氏は７日１２時０５分ころ，蘭島海岸の，

岸からおよそ３０メートル，水深２メートル

（水温は２４℃と推定されている）のところで

溺れているのを発見された．意識なし，呼吸

停止，心拍停止の状態で，口と鼻から海水が

あふれ出ていた．浜に引上げられてからミ

ニットマン人工蘇生器，心臓マッサージ，保

温，ビタカンファー注射３本などの手当てを

受けながら救急車の到着を待った．同２８分の

救急車到着までおよそ２０分間，自力呼吸は回

復せず，心停止も続いた．だが蘇生の可能性

があると判断された山口氏は小樽市内の救急

指定病院，野口病院に運ばれた．この間，酸

素吸入と心臓マッサージを施され，救急車中

で自力呼吸を再開した１７）．山口氏の心停止は

およそ４０分くらい続いたと推定されてい

る１８）．

１２時４５分ころの野口病院到着直後の山口氏

の容体は，上野医師のカルテなどによれば，

「意識不明で瞳孔は通常大ながら対光反射は

なく，呼吸は複式で心音良好，脈拍１分間９０，

血圧は１２０―８０，顔の一部，毛髪，耳口が砂

で汚れ，チアノーゼはなかった」１９）という状

態だった．１３時４５分ころ，上野医師の聴診器

による診察では，胸部全体に呼吸音が聴こえ

たので，溺水時に肺に海水が入ったとしても

この時点では海水は残っていないと判断され

た．１５時ころには人工呼吸器も必要がなくな

り２０），１６時１０分ころには対光反射も現われ，

顔にも血色がもどってきた．上野医師は１８時

１０分ころ山口氏を院長の野口暁氏（５８才，内

科，医師歴３３年）に引継いだ．引継ぎ時の山

口氏は，血圧１３０―８０，脈はやや速く，呼吸

は１分間２０回を超えていたが，「苦しそうな

様子がなく，一晩は完全にもつ」というのが

上野医師の判断であった２１）．

ところが野口院長は，８月７日１８時１０分こ

ろ上野医師と交代した後で，山口氏は呼吸困

難で，チアノーゼがあり，容体が悪化したと

して，同４０分ころ札幌医科大学胸部外科に高

圧酸素療法のための転院依頼の電話をしたの

である２２）．

山口氏を乗せた救急車は１９時３６分に野口病

院を出発した．救急車に同乗した小樽市消防

署消防士長今博氏によれば，車中での山口氏

の様子は，「顔色は良く，赤銅色でした．苦

しがるのは変わらなかったが，車中ではすこ

し落ち着きました．途中でたしか強心剤を一

回打った」２３）とのことであった．
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６ ドナー：医科大到着から心臓摘出までの

時間経過（和田教授の主張）

野口院長から電話による依頼を受けた時か

らの和田教授の時間感覚は相当の狂いを示し

ている．

北海タイムスの記者が和田教授の談話をま

とめた自筆署名入りの手記によれば，１８時こ

ろ野口院長から依頼があり（自著『ゆるぎな

き生命の塔を』では「午後５時ころ」），待機

を命じて教授は帰宅した．１９時ころ（自著で

は「２０時ころ」）救急車が到着した．２０時こ

ろ自宅で，「絶望的です．ダメです」とスタッ

フの一人から電話を受け，「すぐ自分の車を

飛ばして８時３０分ころ病院に着き」山口氏を

診察すると，「血圧は３０ていど．救急外来の

当直医師によって機械呼吸のための気管切開

が行なわれた」２４）．数時間後，山口氏の両親

から人工心肺を「もうやめてください」と訴

えられ，「ふっと」宮�氏のことが頭にひら
めいたのが，８日０１時１０分ころ，山口氏の両

親から心臓提供の承諾を得たのが同２０分ころ

であった．「あとは，提供を受ける宮�さん
の方が問題．前から心臓移植手術の了承は

取ってあるがいざとなって二の足を踏むとい

うことがあっては困る．すぐ恵庭の自宅に電

話をかけて呼び寄せ，再び了解の意志を確認

した．それから，２０人のスタッフで手術の準

備を始め」て，「二時五分―．十分無菌状態

を保てるようになってから，メスで胸を開く

と同時に補助循環を止めた．血圧はゼロに落

ち心臓の動きは停止した．いわゆる心室細動

の状態である」２５）．

時間関係についてみると，この手記では，

提供の承諾を得てから，摘出のメスを入れる

まで４５分である．その間に和田教授は，チー

ムをまとめ，宮�氏の両親に電話をかけて恵
庭から病院に来てもらい，手術の同意を再確

認している．当時，宮�家には車がなく，親
戚の人に頼んで車に乗せてきてもらったそう

である．自宅から病院まで２０キロはあろう．

しかも深夜１時すぎの話である．ただし，

「私の心臓移植二週間の苦闘」での和田教授

によれば，「電報だけは打っておいたが，手

術は宮�君の御両親の到着を待たずに始める
ことにして，準備を始めた」２６）ということな

のである．ところで，心臓摘出開始時刻の０２

時０５分に，山口氏の両親は金子正光助手から

地下の霊安室で「御臨終です」と告げられ，

義政氏の死亡時刻は８月８日午前２時５分と

信じ込んだのであるが，死亡診断書に記載さ

れた山口氏の死亡時刻は７日午後１０時１０分と

なっていたのである２７）．

７ 医科大到着時の山口氏の容体と処置

札幌医科大に到着し，救急外来処置室に運

び込まれた山口氏の容体は，和田教授によれ

ば，以下のようであった．

強度のチアノーゼが全身に認められ，自

発呼吸は微弱で，瞳孔はどちらも散大，対

光反射消失，痛覚の消失，大小便失禁．強

制呼吸下で両肺野に湿性ラ音が聞こえ，心

音は微弱で，脈拍は触知困難，血圧も測定

不能の状態だった．直ちに気道の確保，人

工呼吸，頻繁な気管内吸引などを行うとと

もに，抗ショック療法として補液および

種々の薬剤を投与したが，全身状態は改善

されなかった．血圧は一時６０に上昇しただ

けで，改善はみられず，心室細動を頻発

し，体外マッサージを続ける必要があっ

た２８）．

ところが，救急部外来処置室で，胸部外科

のスタッフによる山口氏に対する処置を見て

いたインターン，救急部当直の脳神経外科医
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堀田隆史氏，外傷で受診していた女子高生ら

の供述によれば，この時の山口氏には自発呼

吸があり，大小便の匂いもしていなかった２９）．

また．当直看護婦だった救急部婦長越智一江

氏の「変なにおいはなかった．大小便を漏ら

していたら，私たちが気が付かなければいけ

ないのに見ていない．失禁していれば，きれ

いにしたはずですが」との証言もある３０）．

先に記したように，手記によれば，山口氏

の医科大到着時には和田教授はまだ自宅にお

り，山口氏の気管切開は「救急外来の当直医

師」によるものであった．ところが，胸部外

科のスタッフであった富田房芳講師，金子助

手らを含め３０名近くの胸部外科の医師，看護

婦が救急車の到着を出向え，和田教授もそこ

にいて，「たくさんの先生に囲まれて，すご

い勢いで周囲を見回していました」という当

直看護婦の証言がある３１）．また当の救急外来

当直医の堀田医師によれば，氏は野口病院か

ら患者が来る旨の連絡も受けていないし，山

口氏に対しては何等診療，処置を行ってもい

ない３２）．胸部外科に頼まれて気管内挿管の道

具をもっていった麻酔科研究生大平啓二医師

によれば，山口氏の気管を切開し，筋弛緩剤

レラキシンを打った上で気管内挿管を行った

のは胸部外科のスタッフであった３３）．

８ 高圧酸素室

山口氏は外来処置室からどこへ移されたの

であろうか．和田教授と捜査報告書はこの点

では一致をみせ，山口氏は地下の高圧酸素室

へ移されたとしている．しかし，吉村氏，渡

辺淳一氏，そして日本弁護士連合会人権擁護

委員会心臓移植事件調査特別委員会は，山口

氏は直接２階の９番手術室へ移されたと判断

している３４）．吉村氏らの見解は麻酔科助手内

藤裕史医師の証言と整合するのである．

内藤助手は大平医師から，胸部外科で意識

がないといわれている患者に筋弛緩剤を使っ

て気管内挿管を行っていることを聞いた．さ

らに胸部外科が溺れた患者に人工心肺をつな

ごうとしているのを聞き，「蘇生のプロ」で

ある麻酔の専門家として，「ありえない．人

工心肺は溺水者にはメリットがない．考えら

れないことだ」，溺れた者への蘇生措置はま

ず気道の確保，それから酸素吸入，肺の治

療，輸液なのにと考え，二階の９番手術室へ

行ってみた．「溺れたんですね」と言いつつ，

患者の胸に聴診器を当てた．心音はしっかり

しており，肌はピンク色でぬくもりがあっ

た．肺には水がたまった時に聞こえるラッセ

ル音はなく，規則的な自発呼吸をしており，

チアノーゼもなかった．危ない状況ではない

と思った．溺れたのが海水か真水かによって

輸液を変えなければいけないので，胸部外科

のスタッフにどちらなのかたずねてみたが，

スタッフの誰れも知らなかった．そこへ副腎

皮質ホルモン「ソルテーコフ」が１０箇届けら

れた．ソルテーコフはハイドロ・コーチゾン

で，和田教授がレシピエントに手術当日から

免疫抑制剤として使用したものと成分が同じ

である．ソルテーコフはショック症状緩和の

ために使用されることもあるが，その場合の

使用量は通常１箇である．内藤助手は手術室

を出たところで和田教授に「移植をやろうと

思う．患者さんの家族の同意が得られれば．

２，３時間待機してくれないか」と言われ

た．その時，時計を見ると２０時３０分であっ

た３５）．

吉村氏らの見解はさらに，胸部外科研究生

山田弘医師の証言とも整合する．山田医師は

山口氏の病院到着後，外来処置室そして２階

の９番手術室で続けて心電図測定を行った方

である．氏は心電図を「かなり長い時間記録

した．その後人工心肺を付けることになっ

て，患者はエレベーターで二階の手術室へ直
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行した」，「山口君が病院に到着した後，酸素

室へ行った記憶もない．高圧酸素タンクの中

では人工呼吸はできない」と証言してい

る３６）．

和田教授によれば，外来処置室で気管切開

を受け，人工呼吸器用挿管を施された山口氏

の高圧酸素室での呼吸管理は，門脇医師によ

るタンク内での「麻酔器で用手呼吸」であっ

た．しかし高圧酸素療法をこれから施そうと

する患者の気管を予め切開しておいて，タン

クの中で「麻酔器で用手呼吸」を行うという

処置の合理性が筆者には一向に見えてこな

い．和田教授とはいえ，高圧酸素治療の前に

気管切開は行うまいと考えるので，山口氏は

処置室から直接二階へ移されたのであって，

地下の高圧酸素室を経て手術室へ移されたと

する見解には賛成し得ない．しかし捜査報告

書がこの見解をとっているので，これを一通

りは検討せざるを得ないだろう．

捜査報告書によれば，山口氏が救急部外来

処置室に収容されたのは，救急隊員の記録か

ら，８月７日２０時０５分ころ，人工心肺による

補助循環および心臓摘出開始予定時刻は病院

附属手術部の手術台帳から２０時１５分（同台帳

には２２時１５分の記載があったが，これは何者

かが２０時１５分を改ざんしたものと認定）と認

められる．補助循環記録によればポンプ・ス

タート時刻が２２時２０分との記載がある．しか

しこれは何者かが改ざんしたものと認めら

れ，山口氏の家族，和田教授らの供述から運

転開始時刻は２１時２０分と認められる．そして

これらを総合的に判断して，①山口氏が外来

処置室から高圧酸素室へ移された時刻は７日

２０時４０分～５０分ころ，②９番手術室に移され

た時刻は２１時から同１０分ころの間，そして③

同室での補助循環開始時刻が２１時２０分ころ，

と検察は認定している３７）．

９ 高圧酸素治療・人工心肺

高圧酸素治療と人工心肺使用の目的はなん

だったのであろうか．手記によれば，和田教

授が２０時３０分ころ病院にかけつけたとき，山

口氏は「死の一歩手前の状態．からだ全体が

土色に変わり，ことに右半身はくさったぶど

う色になっていた．瞳孔は開き，大小便はた

れ流し，呼吸も救急外来の当直医師によって

気管切開され機械呼吸をしていた」のであ

る．和田教授はこれを見て，「とてもじゃな

い．これはダメだ」と思った．しかし高圧酸

素治療の要請もあり，「マイナスになること

はなかろう」と考えて，前年秋に完成した直

径９５センチ，長さ１９６センチの大型高圧酸素

室３８）を使用することにした．２１時３０分ころ，

「二人の医師とともに」山口氏を入れ，扉を

閉めて圧を加えようとしたとき，「血圧はゼ

ロ，心臓も動いていない．そうして脳波も平

坦なのに気付いた」のである．しかし，高圧

酸素室へ入れるか入れないかで山口氏が死亡

したとは両親に言うこともできず，さりとて

「機械呼吸もできない」ので，体外心臓マッ

サージに切替えた．そして「患者はおぼれて

水がつまり，酸素がとれなくなっている．そ

れなら血液に酸素を吹き込んでやればよいの

ではないか」と考え，人工心肺による補助循

環を行ったのである３９）．

この点に関する検察の調べに対して和田教

授は次のように答えている．

山口に対して高圧酸素治療をしても駄目

だと思うが，このままでは依頼された高圧

酸素治療をしないで亡くならせる．ともか

く高圧酸素室に入れようと指示し，救急措

置室の廊下に出て，出会った山口の家族に

もその旨告げて高圧酸素室に行き，すぐ大

型タンクの中に入った．その時，研究生の
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門脇裕がタンク内で山口に麻酔器で用手呼

吸も行っていた．門脇が「心停止で脳波を

とったが平坦で，体外心マッサージをやっ

たが手で押すと心臓が動くが，やめると止

まってしまい，もう駄目だ」と言った．私

は，これを聞いて脳波をとった直後だと思

い，山口は肺性脳死の状態にあると判断し

た．私が救急措置室で見た山口の末期状

態，血圧降下状態，心停止が起こりマッ

サージをやめると心臓が止まるというこ

と，平坦脳波ということによって肺性脳死

すなわち臨床死と判断したわけです４０）．

この後，和田教授は「死後，すなわち蘇生

術として」人工心肺を使用し，和田教授らが

山口氏の両親に，「山口君は高圧酸素室にい

るが，１０時１０分に自分の力で呼吸する力がな

くなった．今は人工心肺，機械で心臓を動か

しています」と説明した．そして８日０２時０５

分に金子助手が山口氏の両親に臨終を告げた

のである４１）．

１０ ドナー：治療記録

捜査報告書も認めているように，札幌医科

大到着以降の山口氏の容体を示す客観的証拠

はない．それは，①救急処置室に備え付けら

れ，必ず記入すべき救急台帳に記入がない，

②一連の過程で記録されたという心電図が，

「連絡不十分のため」廃棄されてしまった，

③脳波，血圧を記録したというが，記録が残

されていない，④脈拍，心音などを知るため

の客観的資料がない，⑤診療経過を詳細に記

載すべきカルテも，時実鑑定人も指摘する通

り一筆書きで，治療指針が読み取れるような

重要事項の記載に乏しい，ことによる４２）．こ

のため検察は山口氏の容体についてはその多

くを胸部外科のスタッフの供述に頼らざるを

得なかった．矛盾にみちた供述から事実を構

成しなければならなかった検察は，これを評

価すべく委嘱した鑑定人に対しても乏しい資

料しか提示することができなかったのであ

る．

和田教授とそのスタッフ，検察そして鑑定

人時実利彦教授，これら三者は，山口氏が一

階の救急外来処置室からまず地下の高圧酸素

室に移され，その後で二階の第９手術室に移

された，この順序については見解が一致して

いる．しかし，山口氏が高圧酸素室へ移され

た時刻については主張が分かれる．時実教授

は「山口が高圧酸素室に入れられていた時間

は，各供述からは明確に判断できないが，遅

くとも午後１０時前には同室に入れられてお

り，午後１０時１０分から１０時２０分の間に，９番

手術室へ移された，と考えられる．従って，

高圧酸素室に置かれていたのは，１時間以

内」と鑑定した４３）．

和田教授らは，２１時３０分ころ山口氏を高圧

酸素室へ移し，しばらくして山口氏の家族

に，「高圧酸素室にいて，１０時１０分に自分の

力で呼吸する力がなくなった．今は人工心

肺，機械で心臓を動かしています」と説明し

ている．したがって，山口氏が第９手術室に

移されたのは２２時１０分以降ということにな

る．高圧酸素室へ山口氏を移したのが手記で

はこのように２１時３０分となっているが４４），和

田教授の検察への供述では２０時３０分となって

いる４５）．手記によれば４０分強，供述によれば

１時間４０分強，山口氏は高圧酸素室にいて，

門脇医師が一人でタンクの中で用手呼吸を施

し，同時にタンクの外でオシロスコープをモ

ニターしていたわけである．札幌地検が和田

教授に対する増田氏らからの告発を受理した

のは１９６９年１月２０日であったが，門脇医師は

その直前の１５日に胃がんのために死去してい

る．

検察は，山口氏が外来処置室から高圧酸素
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室へ移されたのが２０時４０～５０分ころ，９番手

術室へ移されたのが２１時～同１０分ころ，人工

心肺による補助循環開始が２１時２０分と認定し

た．しかし，高圧酸素室および９番手術室へ

の移送時刻については明確な記録がない．こ

れらの検察認定は，検察が様々な関係者の供

述を「総合する」ことによって得られたもの

である．

また検察は，和田教授が心臓移植を考慮し

たのが，「ふっと」思った８日の０１時１０分こ

ろであったことを否定している．「９番手術

室に移した時（同９時から９時１０分ころ）既

に，家族の同意を得られれば心臓を摘出，移

植手術に使う意図があったとみられる」と認

定したのである４６）．

ところで，検察認定のごとく，山口氏が９

番手術室へ移されたのが２１時すぎということ

になると，これは麻酔科の内藤医師の証言と

整合しなくなる．内藤医師は，胸部外科のス

タッフが山口氏への補助循環のための切開を

行っているのを目撃した後，手術室を出たと

ころで，和田教授から移植手術のための待機

を求められたのが２０時３０分と証言しているか

らてある．

しかし検察は，９番手術室へ移された時点

での山口氏の容体を認定するためには，内藤

医師の供述を採用しているのである．

９番手術室での補助循環開始前に山口を

診察した麻酔科の内藤裕史の供述によれ

ば，顔面は正常な色でチアノーゼは見られ

ず，肺の呼吸音は正常に近く，肺水腫の徴

候も見られないなど，ひどいショック状態

ではなかったことが認められる４７）．

検察は内藤医師の判断内容は採用したのだ

が，和田教授から移植のための待機を要請さ

れたこと，そして，その時刻が２０時３０分であ

たことは否定している．検察認定と内藤証言

は，山口氏は高圧酸素室へ移されたのか，和

田教授が心臓移植の意図をもったのが２１時以

降なのか，この二点に関しては整合しないの

である．

１１ 人工心肺と血液発注

人工心肺による補助循環が，和田教授の主

張のごとく「死後，蘇生術として」行なわれ

たものにせよ，心臓移植を「意図」してのも

のにせよ，それには大量の血液が必要であ

る．胸部外科は山口氏使用名義のＯ型血液

２０００㏄（成人血液総量平均５０００㏄弱），宮�
氏使用名義のＡＢ型血液３８００㏄を日赤北海道

血液センターから入手している．胸部外科か

らの発注そして血液センターの発送時刻だ

が，これについても吉村氏や日弁連調査特別

委員会の調査結果と検察認定には不一致があ

る．吉村氏の調べ，そして日弁連の調べで

は，山口氏使用名義Ｏ型血液２０００㏄が血液セ

ンターから発送されたのは，山口氏がまだ野

口病院にいた７日１９時３０分以前のことであ

る．胸部外科からのＡＢ型血液についての問

合せも同時刻ころにあり，宮�氏使用名義Ａ
Ｂ型血液が２回に分けて計３８００㏄血液セン

ターから発送されたのは同２１時３０分と同２３時

のことである４８）．

検察も血液センター所員から同内容の証言

を得たのであるが，この証言は「措信しがた

く記憶の誤りと認められる」としてこれを斥

けた．その上で，検察は，山口氏用血液の発

注が同２２時３０分から２３時の間，宮�氏用血液
１８００㏄の発注が８日０時２０分から４０分の間，

２０００㏄の発注が同０１時４０分から２時２０分の間

と認定したのである４９）．

検察が血液を発送した当の所員の証言を

「措信しがたい」としたのは，「ほかの証拠

に比べると」ということなのであるが，検察
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は所員の証言を覆すに足るほどの「他の証

拠」を具体的に示してはいない．

自著『ゆるぎなき生命の塔を』における和

田教授によれば，「ふっと」思ったのが午前

０時すぎの深夜だったので，それからの血液

の手配がたいへんだったそうである．

しかしながら，１９９７年６月１３日の共同通信

社によるインタビューでは和田教授は次のよ

うに語っている．

輸血用血液の手配は助手がやった．僕は

全然知らなかった．１０時すぎに山口さんが

心停止するまで，心臓移植なんて考えもし

なかった．その１カ月か２カ月前に，うち

でもいずれ心臓移植をやろう，その時は僕

が何もかも引き受けるから，君たちは存分

にやってくれ，と言った．それを皆が覚え

ていて，自発的にいろいろ準備したのだろ

う５１）．

同じく自著『あれから２５年 脳死と心臓移

植』における和田教授によれば，８日の０１時

ころ，宮�氏のことを「ふっと」思ったのは
教授だけではなかった．胸部外科のスタッフ

の中にも宮�氏のことを考えたものがいて，
「心臓移植ができないか，と私に申し出ると

ともに，万一，心臓移植手術を実施すること

になるかもしれない場合にそなえて，スタッ

フが私の病院到着以前に手術に必要な血液を

手配していたこと」を和田教授は知らされた

のである．後に，血液依頼時間が山口氏の

「死の決定」以前であったことがマスコミに

よって問題にされた．しかし和田教授は「い

や，あれは私のスタッフが万一の可能性に備

えて依頼したもので」とは説明しなかった．

というのも，「心臓外科のような困難な外科

手術では，ことに緊急手術の準備を手術確定

前にあらかじめ整えておくことは当然のこ

と」であって，あらためて説明することもな

いからであった５２）．

吉村氏は血液発注時刻に関する検察認定に

ついて全く納得がいかず，「率直に言って私

には納得できない．重要な問題なので，くり

かえし慎重にしらべた末に得た情報で，それ

があやまりであるということは今もって理解

できないのである」と記している５３）．

検察は，補助循環開始時刻を７日２１時２０分

と認定した．また胸部外科による補助循環お

よび心臓摘出開始の予定時刻は，実施時刻よ

り１時間５分前の２０時１５分であったと，手術

台帳の記載から認定した５４）．この予定時刻に

合わせるためには，少くとも山口氏用血液の

発注は１９時台に済ませておかなければならな

いだろう．どのような根拠に基づいて検察

が，吉村氏や日弁連の調査結果とは異なる血

液発注時刻，２２時３０分以降，を認定したのだ

ろうか．ちなみに，同時刻が補助循環開始と

検察が認定した時刻２１時２０分より１時間１０分

ほど後であること，そして，発注から到着ま

で３０分として，運転開始から血液到着まで１

時間４０分ほどの間，人工心肺が２０００㏄の血液

なしでどのように運転されていたのか，検察

の説明はない．

１２ 人工心肺

和田教授によれば７日２２時２０分ころ，検察

認定では同２１時２０分，人工心肺による補助循

環が開始された．そして，検察が和田教授ら

の「公式見解の決定版」とみる「心臓移植の

臨床知見とその考察」によれば，和田教授ら

が山口氏のドナーとしての可能性，適格性を

「改めて」考慮したのは補助循環開始から１

時間２０分後のことであった．

この体外循環における血液ガス分析，灌

流量および平均動脈圧などの経過をみれ
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ば，循環開始とともに心博動の再開を認

め，平均動脈圧は一過性に５０㎎を示した

が，約１時間２０分経過後は圧はさらに低下

し測定不能となった．

以上の体外循環にもかかわらず，この操

作を中止すると絶対的不可逆性心停止が招

来される事は一層明白となり，また肺の変

化も不可逆性と考えられその結果は予期し

たごとく，心機能の一時的改善は見られた

ものの，死の徴候の改善は全くみられな

かった．この時点において，われわれは，

改めて，本症例がドナーとなり得る可能性

を考慮した５５）．

そして和田教授らが山口氏をドナー適格と

した理由，組織適合性検査について，同論文

では次のように説明されている．

本症例は，１）年令的に若年男子である

こと，２）病歴から事故発生前まで，生来

健康であったこと，３）心臓血管系疾患を

有していなかったこと，４）血液型はＡＢ

Ｏ式では万能提供者としてのＯ型であるこ

と，５）臨床的に死を確認したが，さらに

心臓機能の他動的維持も限界に近づきつつ

あること，などからドナーとして適格と考

えられたので，両親にその旨を計り承諾を

得た．しかしＡＢＯ式血液型以外の組織適

合性検査については臨床的，時間的制約の

下に行なう余裕がなく省略する結果となっ

た５６）．

この人工心肺による補助循環については，

それが溺水したが十分に蘇生の可能性を残し

ている者に対して施されたものなのか，仮死

状態に陥ってしまった者に対して施されたの

か，「死後」の「蘇生術」としてなのか，ド

ナーの心臓保存のために行なわれたのか，議

論の分かれるところがあった．この議論を決

着させるための一助として，和田教授らに

よって研究されていた犬を使用した心臓保存

法の一端に触れてみたい．

和田教授は単著論文「心移植」において，

まず，「教室の上戸らは犬に心室細動を電気

的に誘発し，室温に３０分放置した後，電気的

除細動を行い，直ちに股動静脈を用いて人工

心肺による体外補助循環を開始することに

よって心臓機能を回復させ，かつ良好に保持

し得ることができている」など数例の実験を

示す．そして論文後半でこれを受け，「古典

的な classic death ないしは clinical death に

おいてその確認後３０分以上時間の経過した後

に積極的に心臓マッサージ法や人工心肺によ

る強制循環を行なうことによって心臓拍動の

みは再生し得る可能性が大であることはこの

講演頭初の実験成績やまた冠潅流法を用いな

い大動脈弁手術などの anoxic cardiomie の多

数の臨床経験からも理解されるところ」と論

じている５７）．

上戸敏男医師は２６才，研究生の時に，和田

教授のスタッフとして心臓移植手術に携わっ

た方である．ここで和田教授が触れている上

戸医師の実験がいつ行なわれたのか当論文に

は記されていない．しかし，上戸医師らの実

験で得られた成果について，和田教授は当論

文で次のように論じている．

しかしながらこのようにして保存された

心臓の機能はそうじて移植によって循環機

能を十分に行うことができるものであるか

を確かめなければならない．すなわち教室

の富田らは保存心の viability の検討法と

して同所性の double heart 法を研究し，

ドナーおよびレシピエントの心臓に交互に

電気的に心細動を誘発せしめ，これを確か
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める方法を開発したが，その有用性は高く

評価されている５８）．

ダブル・ハート法は，バーナードの手術に

対して当初は批判的であった和田教授が考え

方をかえて，６８年に入ってから研究をはじめ

たものであった．また，和田教授らが宮�氏
の手術以降もこの研究を継続し，成果を学術

誌に発表した形跡はない．上戸氏らの研究は

宮�氏の手術以前のものと考えることには妥
当性があると思う．

山口氏に対する「死後の蘇生術」なるもの

は，和田教授らが犬を使用した実験を通して

到達した「死後の心臓保存術」と，山口氏が

室温で３０分間放置されていたか確認できない

ので，ほぼ，同じものだったのである．

１３ ドナー：心臓摘出（和田教授の主張）

山口氏の心臓摘出については，その概略が

「心臓移植手術の臨床」および「心臓移植の

臨床知見とその考察」に記されている５９）．し

かし両論文ともに時間関係についての記載が

ない．心臓摘出手術にかかわる時間関係につ

いては和田教授の自著あるいは手記を手懸り

とするしかない．

午前二時五分，「ナイフ」と声をかけ執

刀を開始する．カタッ，カタッと人工心肺

のポンプが静かな鼓動を刻んでいる．まず

提供者の心臓を摘出して，それを摂氏五度

の生理的食塩水につける．これはスタン

フォード大学のシャムウェイ教授の創意に

よる方法だ．摘出におよそ十五分〔『ゆる

ぎなき生命の塔を』６０）〕．

二時五分――．十分無菌状態を保てるよ

うになってから，メスで胸を開くと同時に

補助循環を止めた．血圧はゼロに落ち心臓

の動きは停止した．いわゆる心室細動の状

態である．心臓摘出についても無菌摘出が

絶対条件．もう一つは摘出のさい，心臓の

付属部分をできるだけ十分につけて取りだ

すことだ．左右心房の後壁，血管など余裕

を持って切断した．切断に要した時間は二

十五～三十分．すぐ摂氏五度の生理的食塩

水に浸した〔「手記」６１）〕．

まず確認しておきたいことは，これらの和

田教授の記述によれば，山口氏の胸を開き，

心臓を摘出したのは和田教授自身だというこ

とである．また，山口氏から摘出された心臓

は，早ければ０２時２０分，遅くとも同３５分には

生理的食塩水に浸されていたということであ

る．

ところが，断片的に残されている心電図記

録によれば，０２時０８分に山口氏の心臓には

「自動能」（時実鑑定）があり，同２７分に補

助循環を停止した２分後の同２９分に不整脈が

起きていた．

和田教授ほどの人工弁置換手術のベテラン

ならば，胸骨正中切開開始から心臓摘出終了

まで１５分というは大いにうなづける．そこで

心電図記録と和田教授の記述を照合すると，

胸骨切開中の０２時０８分には山口氏の心臓には

「自動能」があり，同２９分の食塩水に浸され

ていた心臓にも心電計が取付けられていて，

これが心臓の不整脈を記録したということに

なろう．和田教授には失礼かと思うが，摘出

所要時間が３０分だったとすれば，２９分の不整

脈は，推測だが，心房壁もしくは血管の切断

によって生じたものと考えられる．

いずれにせよ，和田教授の記述と断片的に

残された心電図記録を照合するならば，山口

氏の不可逆的心停止は和田教授の手になる心

臓摘出によるものと考えざるを得なくなる．
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１４ ドナー：心臓摘出（検察の認定）

検察は，山口氏の心臓を摘出したのは，和

田教授ではなく，池田晃治助手，心臓摘出開

始時刻は，０２時０５分ではなく，同３０分ころと

認定した．

和田教授の指示で，同２時２７分補助循環

を停止，同２時３０分ごろ山口の胸部を開

き，心臓の状態を観察した池田講師は「心

臓は貧血性の色を呈し，細動状態にあった

ことなどから，非可逆的心停止と判断し心

臓を摘出した」と供述した．

渋谷助手も，完全な心停止と考え心臓を

摘出したとし，傍らで見ていた安達研究生

も，池田講師が胸を開くと心室細動の状態

だったと供述している．摘出直前の心臓の

状態を観察していたのは，池田，渋谷，安

達の三人だけだった６２）．

さらに検察は２７分の人工心肺停止につい

て，「この人工心肺は循環機能の補助手段と

して用いられたもので，心臓の自動能の有無

を確認するためには必ず一度は停止してみな

ければならないもの」６３）として，人工心肺の

停止は，血管切断のためではなく，自動能の

有無の確認のため，としている．この確認の

ためということが事実だとして，池田，渋

谷，安達の３名はこの確認を，体外から心電

図によってではなく，胸を開いて直視下で

行っている．およそ４時間前に死亡と判定

し，その旨死体検案書に記載した患者の心停

止を直視下で確認するために，まず人工心肺

を停止し，その後で開胸を開始する，なんと

非合理な医師達なのだろう．提供された心臓

を保護するために，温阻血時間を可能な限り

短縮しようと，人工心肺停止は血管切断の直

前に行うものではないのだろうか．

しかし結果からみれば，この非合理的行為

こそが和田教授を起訴から免れさせた最大の

功労者だったのである．人工心肺停止が心臓

摘出開始の後となれば，その停止は血管切断

のためということになり，山口氏の非可逆的

心臓停止の原因は心臓摘出となるからであ

る．

１５ 手術チャート，麻酔チャート

処置や手術について基本的事項の記録さえ

残されているならば，少なくとも時間関係に

関しては疑問の生じる余地がなくなるはずで

ある．手術チャートに記入がなかったのであ

ろうか．麻酔科の小川秀道助教授は写真を

とっただけで麻酔チャートは作成しなかった

のであろうか．和田移植は日本で最初の，そ

して世界でも３０例目といわれる心臓移植手術

である．これらの正確なチャートも作成され

なかったとなれば，あまりにも杜撰といわれ

なければならない．作成されたのだが隠匿さ

れてしまったのだとすれば，あまりにも悪質

といわなければならない．

捜査報告書には，本件の捜査には相当高度

の医学的知識が必要なので，事前の準備のた

め「主任検察官に知識の吸収のため約３ケ月

の期間を充てさせ」たこと，また，「専門知

識を得るに当たり重点を置いたのは，山口と

宮�のような患者の診断，治療，手術の経過
について通常いかなる資料が作成されている

か……など十三項目」６４）だったことが記され

ている．捜査報告書に手術チャートあるいは

麻酔チャートについての指摘が見当たらない

のも奇妙なことである．

このように，血液発注および入手時刻，高

圧酸素室，心臓摘出開始時刻，この三点につ

いては検察認定と他の信頼すべき調査結果は

一致しない．この不一致点は，和田教授が山

口氏をドナーとする「意図」をもった時刻，
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さらに，山口氏の死因に関係する．検察の認

定には，本件は本来医学界内部で解決すべき

なのだ，という検察の考えが通奏低音として

流れているように感じられてならない．

医学界にゲタを預けたいのだという検察の

考えはそれとして，事実関係を検察認定に

従って整理しておこう．

① 山口氏が札幌医科大学へ到着したのは

１９６８年８月７日２０時０５分．

② 山口氏が一階の救急外来処置室から地下

の高圧酸素室へ移されたのは同２０時４０分～

５０分ころ．

③ 手術台帳では，人工心肺開始および心臓

摘出開始予定時刻は同２０時１５分．

④ 山口氏が２階の９番手術室へ移されたの

は同２１時～２１時１０分ころで，この時までに

和田教授らには，家族の同意が得られれ

ば，心臓を摘出し宮�氏へ移植する「意図」
があった６５）．

⑤ 同室での山口氏の人工心肺による補助循

環開始時刻は同２１時２０分ころ．

⑥ 死体検案書に記載された山口氏の死亡時

刻は８月７日午後１０時１０分，死因は溺水に

よる肺水腫．

⑦ 山口氏使用名義Ｏ型血液２０００㏄の発注は

同２２時３０分～２３時の間．

⑧ 和田教授からの心臓提供要請は８日０１

時，山口氏の両親の書面による心臓提供承

諾書の提出は同０１時１５分６６）．

⑨ 補助循環中の心電図記録，これに対する

時実鑑定人の「自動能」鑑定などから，８

日０２時０８分には，「山口はいまだ生存」６７）．

⑩ 同０２時２７分人工心肺停止．

⑪ 同０２時２９分，心電図記録によれば，山口

氏の心臓に不整脈．この時山口氏の心臓が

「自動能」を有していたかは鑑定不能．尚，

０２時０９分以降の心電図記録で残されていた

のは同２９分のもののみ．

⑫ 同０２時３０分ころ，山口氏の心臓摘出開

始．

１６ ドナー：死因，死亡時刻

上述⑥のように，和田教授は山口氏の死因

を肺水腫，死亡時刻を７日２２時１０分と判定し

た．

８月７日午後１０時１０分，高圧酸素室で山

口は①瞳孔が散大し対光反射なし②意識，

自発呼吸ともになし③高度のチアノーゼ，

血圧測定不能④大小便の失禁⑤心電図，脳

波図平坦⑥自然心拍の停止などから６８），

和田教授は山口氏を「肺性脳死」６９）と診断

したのである．和田教授のこの供述につい

て，山口氏に一旦は「死を定義する諸症状」

が現われたことまでをも否定することは困難

である．時実教授の，「高圧酸素室に運び込

まれ，しばらくの間は，微弱ではあるが，自

発呼吸も心拍もあったことは確か，と考えて

よかろう．そして，同室で，死を定義する諸

症状が現われたことは，医師団の供述を信用

する限りでは確かなようである」７０）という鑑

定があるからである．

しかしまたこの供述から，和田教授は山口

氏の死亡を，実際は，脳死説に基づいてでは

なく，三徴候死説に基づいて判定したのだと

いうことが分かるのである．和田教授はたし

かに当時はまだ未成熟であった「脳死」，し

かも「肺性脳死」なる概念を持ち出して，あ

たかも山口氏の「脳死」を判定したかのよう

な印象を与えたことは確かである．しかし，

和田教授は山口氏の心拍停止，呼吸停止，瞳

孔散大，対光反射消失などを見て，それに加

えて平坦脳波その他を云々しているのだ．そ

れゆえ，和田教授らがたとい脳波を全く測定

していなかったとしても，脳波の問題を和田
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移植にかかわる根本問題とすることはできな

いのである．

和田移植に関する最も根本的な問題は，和

田教授らによる山口氏の「死を定義する諸症

状」の非可逆性の確認は十全であったのか，

また，この非可逆性の確認が人工心肺による

補助循環を施されている患者について原理的

に可能なことなのか，ということなのであ

る．

時実鑑定人は高圧酸素室で山口氏に「死を

定義する諸症状が現われたことは……確かな

ようである」と認めつつも，「しかし，死を

定義する諸症状がある時点で出現しても，そ

れらの諸症状が回復不可能であるという確認

がされないと死の判定にはならない」７１）と注

意を促している．そこで，和田教授の死亡判

定に疑問を抱いた検察は，鑑定に対する補充

質問として，時実鑑定人に，①胸部外科関係

者の２２時１０分での心停止の判断は正当といえ

るか，②心臓が非可逆的に停止した後，人工

心肺で再び拍動を再開することは可能か，等

と問うた．①に対しては，「正当とは言いか

ねる」，②に対しては，「非可逆的停止が正確

に判断されているのであれば，再開は不可能

なはずだ」というのが鑑定人からの解答で

あった７２）．

ところで，死体検案書に記載された８月７

日２２時１０分という死亡時刻といえば，和田教

授によれば，この時は山口氏はまだ高圧酸素

室にいた．しかし，この後で９番手術室に移

された山口氏は，「顔面は正常な色でチア

ノーゼは見られず，肺の呼吸音は正常に近

く，肺水腫の徴候も見られないなど，ひどい

ショック状態ではなかった」７３）という内藤医

師の供述がある．さらに，時実教授の「９番

手術室で補助循環を開始するところまで，山

口には自発呼吸があり，循環機能もあったと

認めるのか相当」７４）という鑑定があり，検察

はこの供述と鑑定をそのまま承認している．

内藤医師の供述と時実教授の鑑定によるなら

ば，そして和田教授が山口氏の死亡を高圧酸

素室で判定したのであるならば，山口氏は，

死亡と判定された直後には，自発呼吸も循環

機能も回復していたことになる．

一方，検察認定によれば，２２時１０分は山口

氏に対する補助循環開始後５０分に当たる．和

田教授が同時刻に山口氏の死亡を判定したと

すれば，それは「概ね正常に近い自発呼吸が

あり，肺の呼吸音も正常に近く，循環機能も

喪失していなかった」７５）山口氏に人工心肺を

装着して運転を開始し，それから５０分後，山

口氏の心拍停止，呼吸停止，瞳孔散大・対光

反射消失を判定したことになる．人工心肺に

よる補助循環中に三徴候の判定そしてその非

可逆性の確認が十分にできるものなのか．

いずれにせよ，和田教授らによる山口氏の

「死を定義する諸症状」の非可逆性の確認は

不十分なものであり，検察は「８月７日午後

１０時１０分に高圧酸素室での山口の容体を云々

し死亡判定したとの主張は明らかに事実に反

する」と認定したのである７６）．しかし，和田

教授による山口氏の死亡判定がたとい「事実

に反した」ものであったとしても，山口氏の

法的死亡時刻，８月７日午後１０時１０分，は動

かない．それは，人の死亡判定はその場で治

療に当っている医師だけができるものであ

り，その場にいなかった他人が云々できるも

のではないからである７７）．つまり，「『人』の

死亡の判定は究極的には，一人ひとりの医師

の評価に基づく行為であるから，死亡診断書

記載の時刻（８月７日午後１０時１０分）に山口

は死亡したと認めざるを得ないだろう」７８）か

らである．

１７ 藪 の 中

山口氏の死因および死亡時刻に関する時実
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鑑定人の結論は以下の通りである．

鑑定資料からは，明確な死亡時刻を判断

できないため，それに随伴する死因につい

ても明確に判断することはできない７９）．

時実鑑定人の結論は，「死亡診断書記載の

死亡時刻を尊重するが，この時刻にまつわる

私の疑義は否定することができない」８０），と

いう前提条件の下に導かれたものである．時

実鑑定人は，和田教授が「死後，蘇生術とし

て」行ったと主張する９番手術室での人工心

肺を含む「あらゆる処置は，山口の蘇生では

なく，死体に操作を加えたもの」８１）と考えて，

和田教授の死亡判定行為そのものは尊重する

姿勢を見せる．だが，やはり「死の判定は，

あらゆる蘇生術が無効になったと確認された

後になされるものであるという考え方」８２）を

捨てることができず，和田教授の死亡判定内

容については疑いの念を禁じ得なかったので

ある．

和田教授による山口氏の「死を定義する諸

症状」の確認については，検察も時実鑑定人

と同じく疑義を抱き，８日０２時０８分の心電図

記録などから，同時刻には山口氏は生存と認

定し，同２９分に記録された不整脈については

山口氏の心臓の「自動能」を示すものかは不

明と認定したのである．

死亡時刻だけでなく死因についても，検察

は山口氏の死因は肺水腫という和田教授の主

張を事実に反するとして斥けた．ラッセル音

が聞こえなくても，死の前に心臓がひどく悪

化して，その影響で肺に水がたまる心臓性肺

浮腫の可能性を考える者もいたが，この可能

性は否定された８３）．山口氏の死因として考え

られるのは残るところ，山口氏に対する処置

の不適切，補助循環の停止，心臓摘出の三つ

である．

１７ａ 救急処置

山口氏に対する胸部外科の処置が，溺水者

に対する処置として「最善」のもの，あるい

は「第一選択」のものでなかったことについ

ては，当の胸部外科のメンバーを除けば，意

見が一致している．溺水者の蘇生に，蘇生の

専門家である麻酔科に援助を求めるどころ

か，むしろあえて排除した形跡がうかがわれ

ること，意識がないはずの患者の捜管に筋弛

緩剤等が使用されていること，高圧酸素室や

人工心肺の溺水者の蘇生に対する有効性に疑

問がもたれること，自発呼吸，循環機能とも

にほぼ正常な時点で，人工呼吸器を止め，人

工心肺による補助循環に切替えられたこと

等，胸部外科の山口氏に対する蘇生処置につ

いて次々と疑問が提起された．

残念だが胸部外科医師たちの発言には一

貫性がなく，作為さえ感じる．患者に起

こったことと，札幌医大がとった処置はち

ぐはぐで論理的な対応ではない８４）．

この救急医学の専門家の見解が山口氏に対

する胸部外科の処置に関する疑問の典型のひ

とつである．

胸部外科の山口氏に対する処置に関する疑

問は，処置の蘇生術としての適切性，妥当性

を問うという線を越えて，胸部外科の行った

処置は，あくまでも山口氏の蘇生のためで

あったのか，それとも心臓摘出を目的とする

ものであって，山口氏は始めからドナー候補

者として処置されていたのではないかという

問題にまで発展した．この点に関する時実鑑

定人の厳しい見解を示しておこう．これは，

「鑑定書で胸部外科医師の救急処置は疑問が

多いとしているが，それでは，どんな目的の

ための処置とみるのが合理的か」という検察

からの補充質問に対する時実教授の解答であ
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る８５）．

麻酔科医師の援助を求めるべきであった

し，自発呼吸の有無にしても，胸部外科医

師のやっていることがよくわからない．明

確な治療方針が決定されていないし，処置

に当たった各医師の供述が不統一で，何を

やっていたのか，頭を混乱させるばかり

だ．

当時既に，新鮮な心臓を摘出するために

動いていたといわれても弁解のしようがな

いし，やむを得ないとさえ思われるくらい

である．

さらに時実鑑定人は，「人工心肺の使用

は，心臓移植を前提とした処置とみるのが合

理的か」との検察の質問に対して，「心臓移

植を前提として使用していたとみられても仕

方がない」と答えている８６）．

しかし，人工心肺の使用については，「山

口君に人工心肺を使ったのは心臓移植のため

に使ったのだといわれますが善意に解釈すれ

ば，あらゆる方法をもって死の回復をすると

いうふうにもとれるし，悪くとれば，山口君

の心臓がだめにならないように回しているの

だというふうにもとれます」８７）という意見も

ある．

これは著名な外科教授の見解である．主旨

は同一だが，少しく精密に議論を展開した法

学者の見解があるので，少々長いけれども検

察の結論を理解するために必要ではないかと

思い提示しておくことにする．

しかし，よく考えてみると，これらの資

料も疑惑を抱かせるものであることはたし

かであるが，同時に山口君の生存の事実

や，和田教授の犯意ないし過失責任を積極

的にあとづける証拠でないこともまた明ら

かである．すなわち，脳波記録のないこと

は，脳波を観察していなかったのではない

かと推測させるが，それがあえて脳波を無

視するためであったかは不明であり，その

可能性と観察してはいたが記録しなかった

だけだという可能性との間に優劣はないの

である．むろん，脳死を主張しながら記録

をとらないのは奇妙というほかはないし，

全体としての手術のずさんさをあわせ考え

ると，やや疑惑に分があるとは思えるが，

だからといって，手術当時山口君が生きて

いたとか，和田教授に犯意があったと断定

しえないことは当然であろう．

また，手術の決意時期のくい違いである

が，なるほど早期に決意していたとする

と，他の有力証拠があれば動機の証拠とも

なりうるが，論理的には供述内容が全般に

信用できない（弾劾されうる）といえるだ

けで，独立的な犯意の状況証拠にはなりえ

ないであろう．事前に周到に手術の用意を

しつつ，なお犯意はないという事態も十分

に存在するからである８８）．

この法学者の見解から理解される通りのも

のが，結局，和田教授らの山口氏に対する処

置に関する検察の結論となっている．

札幌医大胸部外科の山口に対する救急処

置なるものが，心臓移植手術を指向したも

の，山口の死亡時刻，死因の判定も同手術

を指向した範囲内のものという疑惑が深ま

りはしたものの，決め手とするには薄弱の

感を免れないという心証に到達した８９）．

山口氏の救命の可能性については注８４に引

用した救急専門家の「水温が２４度なら脳は十

分に保護されただろう」．「社会復帰できたか

どうか分からないが，比較的早くに自発呼吸
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を回復し体を動かしたことなどから考えて，

山口さんを救命できた可能性は十分にあっ

た」９０）という見解もあるが，検察はこの点に

関しても否定的であった．

山口に対してとった救急処置は客観的に

最適なものではなかったと認められるが，

不適当なものとすることはできない．それ

だけでなく，仮に最適な救急処置をとった

としても山口が蘇生したかどうか，和田教

授らのとった処置のために死亡するに至っ

たかどうかを確定するに足る証拠はな

い９１）．

１７ｂ 補助循環停止

山口氏の死因は補助循環停止ではないかと

いう疑いに対する検察の見解は次の通りであ

る．

午前２時２７分に人工心肺を停止したこと

自体が殺人を構成するのではないかという

疑問がある．しかし，この人工心肺は循環

機能の補助手段として用いられたもので，

心臓の自動能の有無を確認するためには必

ず一度は停止してみなければならないもの

であり，和田教授らが山口の生存を認識し

ながら，その生命を断つためあえて人工心

肺を停止したという証拠はない９２）．

１７ｃ 心臓摘出

山口氏の死因はやはり心臓摘出自体なのだ

ろうか．検察は，手術台帳から補助循環，心

臓摘出開始予定時刻が８月７日２０時１５分であ

ること９３），同２１時～２１時１０分ころ９番手術室

に移され，人工心肺が開始された時点での山

口氏には自発呼吸があり，循環機能もあった

こと９４），和田教授にはこの時点ですでに，家

族の同意が得られれば山口氏から心臓を摘出

し，移植に使用する「意図」があり，宮�氏，
山口氏の両親から承諾を得た時点で「実施を

決定」したこと９５），山口氏の心臓は８日０２時

８分までは「自動能」を有し，その時山口氏

は「生存」していたこと，したがって，８月

７日２２時１０分「溺水による肺水腫の続発した

急性心不全により死亡」という死体検案書の

記載９６）は事実に反すること，を認定している．

しかし，検察は山口氏がいつ呼吸機能を非

可逆的に喪失したのか，その時刻を特定でき

なかった．

補助循環機能開始後の山口の自発呼吸の

有無については，看護婦や安達，長尾，藤

堂研究生ら関係者の供述に矛盾がある．呼

吸機能の有無についてはほかに信用できる

証拠はなく，的確に把握されていたか疑問

で，同機能が非可逆的に停止した時点を認

定することは困難だ９７）．

さらに検察は，心臓摘出開始時刻を８日０２

時３０分ころと認定したこととの関連で，山口

氏がいつ循環機能を非可逆的に喪失したの

か，その時刻を特定することもできなかっ

た．

山口の心臓が８日午前２時８分まで自動

能を有し，従って山口がそれまで生存して

いたことは認められるが，その後いつの時

点で自動能を喪失したか，確定する証拠が

なく，また和田教授らの心臓摘出などの処

置により死亡したものかどうかを明らかに

する証拠もない．結局，心臓摘出時に生存

していたと認めることができないし，心臓

摘出により死亡したと認めることもできな

い９８）．

山口氏の呼吸，そして心拍の非可逆的停止
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時刻が特定できないため，死亡時刻は認定で

きなかった．そして，死亡時刻が認定できな

かったために山口氏の死因もまた認定できな

かった．山口氏は８日早朝，検視は受けた

が，解剖に付されることなく，９日午後に火

葬された．かくして，心臓摘出開始時点にお

ける山口氏の生死は，それを確認すべき証拠

がなく，永遠に不明となったのである．

１８ 検察の結論

殺人罪についての検察の結論は嫌疑不十分

であった．

ことさら死亡時刻などを繰り上げて主張

していることに深い疑問を抱かざるを得な

いが，結局，和田教授らが山口の心臓摘出

を開始した際，いまだ山口が生存していた

と認めるに足る証拠もなく，殺人について

は嫌疑不十分といわざるを得ない９９）．

業務上過失致死罪についての検察の結論も

嫌疑不十分であった．

心臓摘出を開始した際，いまだ山口が生

存していたと認めるに足る証拠がない以

上，和田教授らの過失で山口が死亡したと

誤認し，摘出を実施したため山口を死亡さ

せたと認めることはできない．

和田教授らが山口に対しとった救急処置

も，溺水者に対する処置として非合理的，

非合目的的ともなしがたい．

また死因を明らかにできない本件では，

救急処置の誤りと山口の死亡との因果関

係，結果回避の可能性を明らかにすること

はできない．従って，仮に和田教授らの処

置に誤りがあったとしても，過失致死の責

任を問うこともできず，嫌疑不十分と言わ

ざるを得ない１００）．

死体損壊罪についても検察は検討を加え

た．検察は，「山口の死亡後」山口氏の胸を

開き，心臓を摘出した和田教授らの行為につ

いて，死体損壊の成否も検討したのである．

これについて検察は，①山口氏の両親の書面

による同意があり，②目的が宮�氏の治療で
あり，③摘出方法が「決して不当とは言えな

い」ものであるから，和田教授らの行為は

「正当業務行為として違法性を欠き，死体損

壊罪を構成しない」と判断した１０６）．

これに加えて，山口氏の死体検案書に記載

された死亡時刻に関する和田教授らの主張は

「事実に反し誤り」と認定したことについ

て，検察は，これが故意によるものか，過失

によるものかは明らかではないとしてい

る１０２）．

以上のごとく，検察は和田教授に対して，

殺人についても，業務上過失致死についても

嫌疑不十分により不起訴処分とした．この処

分を導き出した分岐点は，検察が心臓摘出開

始時刻を８日０２時３０分ころと認定したこと，

摘出開始１分前そして人工心肺停止２分後の

同２９分における山口氏の心拍が「自動能」で

あったか不明であったこと，つまり当時刻

の，そしてその１分後の，山口氏の生存の証

拠が存在しなかったこと，この二点であっ

た．和田教授による山口氏の法的死亡時刻判

定が，故意にせよ過失にせよ，誤りであった

ことは検察も明言しているが，しかしこれは

処分に影響がなく，またこれ自体処分の対象

にはなっていない．最大の問題点は，あくま

でも，心臓摘出開始時における被摘出者の生

存の証拠の有無だったのである．

１９ 脳死説が認められると

和田移植では，和田教授らも検察もドナー

の死亡を三徴候死説に基づいて判定してい

た．そして，死亡判定が「事実に反し誤り」

２１



であると明白な形で検察に認定されたにもか

かわらず，死亡判定の誤りはなんら処分の対

象にはならなかったのである．このことにつ

いて脳死説を適用して考えてみると，臓器摘

出にかかわる殺人罪もしくは業務上過失致死

罪の成否には，脳死判定時の脳死判定基準違

反はなんらかかわりをもたないし，処分の対

象にもならない，ということになることが分

かる．問題となるのはあくまでも，臓器摘出

開始時点における被摘出者が脳死でないこと

を示す証拠の有無なのである．そして心臓も

動いており首から下はほぼ正常な者につい

て，このような証拠が存在することは原理的

にあり得ないから，一旦脳死説が認められれ

ば，臓器の摘出に関して殺人罪もしくは業務

上過失致死罪の成立する余地はなくなるので

ある．

この場合，脳死判定医が過失を問われると

いうことがあるかもしれない．しかし，基準

に違反して脳死と判定された状態が，医学的

にあるいは法的に，脳死ではないことを証明

することは誰れにもできない．例えば，脳波

を測定しないで脳死と判定したとしても，脳

死が科学的・医学的概念ではなく，全くの唯

名論的規約とでも解釈しなければ，その状態

を脳死ではないと言うことはできない．イギ

リスでは脳死判定に脳波の測定を求めない．

英国規約に基づいて脳死と判定された者は脳

死ではないと主張する科学的・医学的根拠は

存在しない．脳死が科学的・医学的概念であ

るならばイギリスで脳死である者が日本では

脳死ではないと言うことはできない．法的問

題についていえば，日本では脳死判定基準は

臓器移植法ではなく，これの施行規則たる厚

生省令で定められている．そして両者共に判

定基準違反に対する罰則規定はもたない．臓

器移植法は脳死を，単なる唯名論的規約とす

るのではなく，その実体が医学的に確立され

た科学的概念としているからである１０３）．

厚生省脳死研究班のメンバーも，厚生省基

準に従って脳死と判定された者が脳死である

ことは主張するが，例えば，脳幹死基準に

よって脳死と判定された者が脳死ではないと

は言わない．つまり，脳死判定基準というも

のは，それが法的に承認されれば，その基準

に従って脳死と判定された者を合法的に脳死

とする力をもつ．しかし，当の基準に違反し

て脳死と判定された者を脳死ではないと証明

する力はもたないのである．

１９ ま と め

最後に，捜査報告書・要旨に示された検察

認定に対する筆者の考えを述べておきたい．

山口氏の死亡時刻に関する検察の認定方法

には疑問が残る．検察は一方で，人工心肺に

よる補助循環中の山口氏の心電図記録とこれ

に対する時実鑑定に基づいて，山口氏の死亡

時刻を７日２２時１０分とする和田教授の主張を

斥けて，８日０２時０８分に山口氏の心臓は「自

動能」有し，山口氏を生存と認定した．他方

で，検察は人工心肺について「この人工心肺

は循環機能の補助手段として用いられたもの

で，心臓の自動能の有無を確認するためには

必ず一度は停止してみなければならないも

の」１０４），と指摘している．検察は人工心肺に

よる補助循環中の患者の心臓の自動能につい

て，一方では心電図記録からその有無を云々

し，他方ではそれは人工心肺を停めてみなけ

れば分からないと主張しているのである．本

来，人工心肺による補助循環を施されている

患者の心拍について，それが整脈であるか不

整脈であるかということではなく，自動能で

あるか否かの判別が心電図記録によってでき

るのだろうか．可能とすれば，そのための人

工心肺停止は必要がなくなることになるのだ

が．
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補助循環開始時点においてたとい自発呼吸

があり，心臓に自動能があった場合にも，

「死を定義する諸症状」の不可逆的生起とい

う形での死亡時刻については，補助循環実施

中は，これを患者の症状に基づいて客観的に

診断するための条件が失なわれてしまうので

ある．山口氏は７日の２２時１０分ではなく，そ

れ以前，つまり２１時２０分以降はすでに生死不

明となっていたのである．そして「『人』の

死亡の判定は究極的には，一人ひとりの医師

の評価に基づく行為」であり，「医者はその

患者は死亡したと診断する．これはその患者

をみていた医者だけがいえる」１０５）行為である

のだから，２１時２０分以降なら随時，和田教授

らは山口氏の死亡を判定できたのである．そ

して，「医師がその時，診断して，死亡した

と宣言したことが正しかったか正しくなかっ

たか，という事を後で論ずるのは間違い」１０６）

なのであるから，和田教授の判定を「事実に

反しており誤り」と「論ずる」のは，たとい

それが関係者の供述の曖昧さ，あるいは心電

図記録とその鑑定に基づくものである場合で

さえも，「間違い」なのである．和田教授に

よる山口氏の死亡判定を誤りとする根拠があ

り得るとすれば，それは補助循環停止後の山

口氏の自発呼吸，心臓の自動能の存在，つま

り山口氏の生存という事実だけである１０７）．

和田教授らは山口氏に「死を定義する諸症

状」の生起を観た．時実鑑定人もこれを認定

しており，三徴候の出現そのものを否定する

証言も証拠もない．しかし和田教授らのこの

諸症状に対する非可逆性の確認は不十分で

あった．そのため，山口氏はその直後には自

発呼吸も循環機能も回復していたのである

が，そのまま人工心肺による補助循環が開始

された．この後，和田教授は生死不明となっ

た山口氏を，２２時１０分，「医者の医の心．全

世界に通用する医の心」１０８）をもって「医師の

評価行為」として，死亡と判定したのであ

る．そして，吉村氏，日弁連，手記そして自

著によれば８日０２時０５分，その３分後にも

「自動能」のあった山口氏の心臓摘出を開始

した．これが筆者の理解である．

これに対して検察は和田教授の死亡判定を

誤りと判断し，８日０２時０８分に山口氏は「生

存」と認定した．しかしその後は，山口氏の

心臓の「自動能」の存在を示す心電図記録な

どの証拠がなく，山口氏の生死は不明とした

のである．同時に，山口氏からの心臓摘出開

始時刻を同３０分ころと認定することによっ

て，同時刻での山口氏の生存を証明するに足

る証拠がなく，山口氏の死因を心臓摘出とす

ることはできないと判断したのである．そし

て検察は，疑わしきは被告人の利益に，およ

び，挙証責任は原告側に，の原則に従って，

和田教授に対する殺人そして業務上過失致死

についての嫌疑は不十分と裁定したのであ

る．

先に和田教授を起訴から免れさせた最大の

功労者は胸部外科スタッフの信じられないほ

どの非合理性だ，と述べたのはこのことを指

していたのである．和田教授が起訴を免れた

のは，ひとえに，「誤って」死亡と判定され

た山口氏が，心臓摘出開始時には生死不明と

なっていた，つまり山口氏の生存を示す証拠

がなかった，ことによっているのである．そ

して山口氏の生死不明をもたらしたものは，

治療方針が読みとれるカルテがない，「死を

定義する諸症状」確認の不十分，手術チャー

ト，麻酔チャートがない，心電図記録のほと

んどの廃棄という胸部外科の杜撰，４時間前

に死亡判定を下した患者の心室細動の，人工

心肺を停止してからの直視下での確認という

非合理，なのである．

疑わしきは被告人の利益に，挙証責任は原

告側に，という原則，そして通常の証拠法則
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に基づくかぎり，検察の嫌疑不十分により不

起訴という裁定は受け容れざるを得ない．し

かし，検察の処分を妥当と認める場合でも，

四点，問題が残ると思う．

一は，検察が認定した７日２２時１０分～８日

０２時０８分までの山口氏の「生存」について，

この「生存」をどう評価すべきかという問題

である．これは生物学的・医学的生存なのだ

ろうか，それとも，単なる法的生存なのでろ

うか．

二は，緊急時における医師の治療法は，そ

れが絶対的に非合理で，非合目的であると認

定されない限り，医師の裁量権の範囲内とし

て法的に容認されるのか，という問題であ

る．然りとすれば，それは医師の裁量権に関

する一般の理解とは余りにも乖離していると

言わざるを得ない．医師の裁量権は，通常，

患者に対する最善の治療のため，そして医学

の進歩のためのものと理解されているのであ

る１０９）．

三は，杜撰なカルテ，杜撰な死亡判定，心

電図記録，麻酔チャートなど記録保存すべき

諸資料の不作成，隠匿もしくは廃棄は，法的

処分の対象とはならないのかという問題であ

る．それとも，これらもまた医師の裁量権に

属するもので，治療法と同様に取扱われるも

のなのだろうか．

四は，検察の不起訴裁定は，ひたすら証拠

がないという現実に基づいてのものであるこ

とから，妥当と判断せざるを得ないことを

重々認めた上で言うのだが，この処分によっ

ては，本来和田教授に対する告発の端初と

なった，和田教授らの発言，記述，あるいは

行為に関して生じた様々な疑惑が，その解明

に向かって一向に進展しなかったという問題

である．

今，たとえ同じ事件が起きたとしても，医

学界も，警察も，検察も当時と同じような対

応しかできないであろう１１０）．

１）立花隆・ＮＨＫ取材班『脳死』日本放送出

版協会，１９９１，P.２４９

２）捜査報告書・要旨（東京高等検察庁検事

中川一，東京地方検察庁検事秋山真三「いわ

ゆる心臓移植事件の概要と捜査処理上の問題

点」１９７２年３月）．共同通信社社会部移植取

材班編著『凍れる心臓』共同通信社，１９９８，

所収，PP.２７２～３，①，②，③は筆者

３）同書，P.２５６

４）吉村昭『新装版 消えた鼓動』ちくま文

庫，１９９８，PP.３１～２

５）同書，P.３１，P.１５３

６）吉村昭『神々の沈黙』文春文庫，１９８４，PP.

９～１５，同，前掲書，P.１０

７）『新装版 消えた鼓動』，P.１０

８）『神々の沈黙』，P.３２，『新装版 消えた鼓

動』，P.１３

９）『新装版 消えた鼓動』，P．２４

１０）『凍れる心臓』，P．１８３

１１）『新装版 消えた鼓動』，P．１５３ 尚，吉村

氏は心臓摘出開始時刻を０２時０５分とみるの

で，「１時間０５分後」となる．

１２）『神々の沈黙』，P.６６

１３）同書，PP.７８～８１

１４）同書，PP. ５～１０，１２０～１３０

１５）『凍れる心臓』，PP.１２３～１３０

１６）北海タイムス社編『心臓移植 和田グルー

プの記録』，誠文堂新光社，１９６８，PP.１７２～

４

尚，和田寿郎ら「心臓移植の臨床知見とそ

� 注 �
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の考察」（日本胸部外科学会雑誌 第１８巻第

８号（１９７０年７月）所収）によれば，免疫抑

制剤の使用状況は次の通りである．

拒否反応を予防する目的で，種々の免疫抑

制剤を用いた．すなわち，ハイドロコーチゾ

ンは，術当日に４００㎎を静注，プレドニゾロ

ンは，術後６日目まで５０㎎を筋注，７日目よ

り２０㎎と漸次減量し，２７日目にその投与を一

旦中止したが，後述する重篤な血清肝炎で一

般状態が悪化したため術後４７日目より４０～６０

㎎を再度５日間投与した．

アザチオプリン（イムラン）は，術後９日

目に１００㎎投与し，その後５０㎎に減量した

が，術後２１日目に至り，一旦中止した．

なお，本症例のため，米国T. E. Starzl 教

授によって寄贈された，ウマ抗ヒトリンパ球

血清（Antilymphocyte Groblin : ALG）の試

用を術後３７日目に行った．すなわち，皮内反

応テストのため前膊部に０．１㏄を注射し，３０

分まで異常がないのを確かめたのち，３．５㏄

前胸壁筋肉内に注射したが，数時間後注射部

位の疼痛，発熱とともに赤発，腫脹が出現

し，漸次拡大して蜂窩織様炎様となり，この

ため上肢の運動制限をみるに至ったので，そ

の使用は３日で中止した． P.１２１

１７）『神々の沈黙』，PP.２５３～６２

１８）和田移植を告発する会編『和田心臓移植を

告発する』，保健同人社，１９７０，P.２３

１９）『凍れる心臓』，P.３０

２０）日本弁護士連合会心臓移植事件調査特別委

員会「患者の心臓移植（心臓移植事件）」，日

本弁護士連合会人権擁護委員会編『日本弁護

士連合会 人権事件 警告・要望例集』，明

石書店，１９９６，所収，P.６９７，以下，本論は

「日弁連」とする．

２１）『凍れる心臓』，PP.２９～３０

２２）捜査報告書・要旨，P.２７４

２３）『凍れる心臓』，P.３６

２４）『心臓移植 和田グループの記録』，PP.２１

～３，和田寿郎，『ゆるぎなき生命の塔を』，

青河書房，１９６８，PP.１２２～３

２５）『心臓移植 和田グループの記録』，PP.２５

～９

２６）和田寿郎「私の心臓移植二週間の苦闘」，

『現代』，１９６８年１０月号，P.１１６

２７）『凍れる心臓』，P.５８

２８）捜査報告書・要旨，P.２５０

２９）同書，P.２７５

３０）『凍れる心臓』，P.４０

３１）同書，PP.３９～４０

３２）同書，P.３９

３３）同書，P.４３

３４）『神々の沈黙』，P.２６９，渡辺淳一『白い

宴』，角川文庫，１９７６，P.５２，５８，６１，日弁

連，P.６９７

３５）『凍れる心臓』，PP.４３～５，証言について

は前注吉村参照，ソルテーコフについては

注）１６参照．

３６）同書，PP.５０～５１

３７）捜査報告書・要旨，P.２７７

３８）このタンクは加圧を開始するまでに３０～４０

分，圧力を上げるためにはさらに１４分以上必

要である．『凍れる心臓』，P.５１

３９）『心臓移植 和田グループの記録』，PP.２３

～４

４０）捜査報告書・要旨，P.２７３，『凍れる心臓』，

PP.５１～２

４１）『凍れる心臓』，PP.５３～４，P.５８

４２）捜査報告書・要旨，PP.２７４～５

４３）同書，P.２７０

４４）注）３９参照．

４５）『凍れる心臓』，P.１２３

４６）捜査報告書・要旨，P.２７８

４７）同書，P.２７５

４８）『神々の沈黙』，P.２６９，『新装版 消えた

鼓動』，P.１６９，日弁連，P.７２４

４９）『凍れる心臓』，PP.４７～８，刑事責任裁定

書原案，町野朔・秋葉悦子編，『脳死と臓器

移植』，信山社，１９９９，所収，P.２３３

５０）和田寿郎『ゆるぎなき生命の塔を』，P.１２６，

同「心臓移植に挑戦して」，『文芸春秋』，１９６８

年１０月号，P.２４９

５１）『凍れる心臓』，PP.４９～５０

５２）和田寿郎『あれから２５年 脳死と心臓移

植』，かんき出版，１９９２，PP.１３０～１

５３）『新装版 消えた鼓動』，PP.１６９～７０

５４）捜査報告書・要旨，P.２７７

５５）「心臓移植の臨床知見とその考察」，P.１１７

５６）同所

５７）和田寿郎「心移植」，『第１８回 日本医学会

総会会誌』，１９７１，P.７３８，７４０

２５



５８）同書，P.７３９

５９）和田寿郎ら「心臓移植手術の臨床」（第１

報），『日本医事新報』，１９６８年１１月１６日号，

P. ３，「心臓移植の臨床知見とその考察」P.

７２０～２１，尚，「心臓移植手術の臨床」は第Ⅴ

報まで続いた．

６０）『ゆるぎなき生命の塔を』，P.１６

６１）『心臓移植 和田グループの記録』，P.２９

６２）捜査報告書・要旨，P.２７６，池田助手は要

旨では講師となっている．捜査時までに昇格

したのであろう．それにしても和田教授とい

い，池田講師といい札幌医科大胸部外科に

とっては，心室細動と不可逆的心停止は同一

事象のようである．

６３）同書，P.２７９

６４）同書，P.２５６

６５）同書，PP.２７８～９

６６）これらの時刻は，「心臓移植事件の不起訴

処分をめぐって」，『ジュリスト』，№４６６，

１９７０年１１月５日号に掲載された京都新聞

（１９７０年９月２日付）による検察認定時刻で

ある．

６７）捜査報告書・要旨，p.２７６

６８）同書，P.２７７

６９）同書，P.２７３

７０）同書，P.２７０

７１）同所

７２）こうした考え方に従えば，停止の非可逆性

が確認された心臓を使用する心臓移植が不可

能になることは鑑定人自身の認めるところで

ある．また，時実教授は，「非可逆的心停止

を要件とする」脳死説に基づいて死亡判定を

行うべきだと考えている．同書，P.２７１

７３）同書，P.２７５

７４）同所

７５）同書，P.２７５

７６）同書，PP.２７７～８

７７）榊原阡「“心臓移植”へ私の意見」，『潮』

１９６８年１０月号，P.１６７

和田教授は，あの患者は手術しなければ当

然死ぬ道をたどっているし，あの患者は心臓

をとらなくても，当然死ぬと判断したのであ

る．従ってそれを全く無関係の人間が憶測し

て，その判断が正しいとか，否とかいうこと

は出来ないのである．……医者はその患者は

死亡したと診断する．これはその患者をみて

いた医者だけがいえるのであって，医師がそ

の時，診断して，死亡したと宣言したことが

正しかったか，正しくなかったか，という事

を後で論ずるのは間違いである．

７８）捜査報告書・要旨，P.２７０

７９）同書，P.２７１

８０）同所

８１）同書，P.２６８

８２）同所

８３）「和田心臓移植を告発する」，P.６４

８４）『凍れる心臓』，P.１１９

８５）捜査報告書・要旨，P.２７１

８６）同書，P.２７２

８７）「心臓移植事件の不起訴処分をめぐって」

における林田健男杏林大学教授（外科学）の

意見，P.５１

８８）田宮裕「医事捜査と証拠―和田教授の不起

訴処分をめぐって」，『ジュリスト』，№４６６，

PP.６６～７

８９）捜査報告書・要旨，P.２７２

９０）『凍れる心臓』，P.１２０

９１）捜査報告書・要旨，PP.２７９～８０

９２）同書，P.２７９

９３）同書，P.２７７

９４）同書，P.２７５

９５）同書，PP.２７８～９

９６）『凍れる心臓』，P.６１

９７）捜査報告書・要旨，PP.２７６～７

９８）同書，P.２７９

９９）同書，P.２８０

１００）同所

１０１）同所

１０２）同所

１０３）とはいえ，筆者が，脳死概念が現実に医

学によって実体論的あるいは実態に即して解

明されている，と考えているわけではない．

いわんや，筆者には，厚生省基準，英国規約

などの実際に使用されている脳死判定基準が

脳死の実態だと医学的に説明されている事態

とさえ整合性をもっているとは考えられない

のである．「名づけ」と「実体」については，

唄考一「死の認定 上・下」，朝日新聞，１９６８

年１０月７，８日夕刊，「心臓移植への法的提

言」，『朝日ジャーナル』，１９６８年１月２１日

号，「心臓移植は許されるか」，『法律のひろ

２６



ば』，１９６８年８月号，での発言，参照．

１０４）捜査報告書・要旨，P.２７９

１０５）注７７参照．

１０６）捜査報告書・要旨，P.２７９

１０７）この「自動能」に関して，法医学者の上

野佐氏は，自動能を可逆的自動能と非可逆的

自動能とに区分した上で，心電図に記録され

た患者の自動能は非可逆的自動能であるか

ら，この自動能の存在と和田教授による死亡

判定は矛盾しないという論を立てておられ

る．しかし，人工心肺による補助循環を施さ

れている患者の心電図記録のみから，自動能

の有無のみならず，自動能の可逆性，非可逆

性の鑑別が可能とは考えられない．上野氏の

議論は，他人は医師の特定の死亡判定につい

てその正誤を云々することはできないのだか

ら，和田教授の死亡判定は尊重しなければな

らない．その場合，死亡判定後の自動能を矛

盾なく説明するには，これを非可逆とするし

か方法がない，という主張として理解すべき

なのだと思う．「心臓移植事件の不起訴処分

をめぐって」，PP.４９～５５，尚，この「非可

逆的自動能」については，中島みち氏も触れ

ている．『新々 見えない死』，文芸春秋，

１９９４，P.５３

１０８）『凍れる心臓』，P.１３３

１０９）日弁連，P.７３４

１１０）あえて引用符をつけなかったが，これは

中島みち氏の前掲書，第１章 和田心臓移植

事件 の結論である．P.８０，筆者はこの点

については中島氏と完全に同意見なのであ

る．ではどうすべきなのか，これについては

注）８８に示した田宮裕論文，注）１０３に示し

た唄考一論文（同氏の「臓器移植の法的考

察」，『法学セミナー』，１９６８年１１月号もこれ

に加えたい）等の優れた提案がある．しか

し，解決へは，日暮れて道遠しの感を禁じえ

ない．

２７


